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県内中小企業省エネ設備更新緊急支援事業について【新規】

産業政策課

１ 目 的

原油・原材料等の価格高騰が長期化し、県内中小企業の経営を圧迫しているこ

とから、エネルギー消費を抑制する省エネ設備への更新によるコスト削減の取組

を促進し、県内中小企業の競争力強化を図る。

２ 概 要

県内中小企業が行う、省エネ設備への更新に要する経費の一部を助成する。

・補助対象 県内に事業拠点を有する中小企業者

・補助対象経費 生産及びサービスを提供するために必要な省エネルギー等に資する

設備の購入費、工事費（既存設備の更新に限定、撤去費・処分費を

含む。）

◆省エネ設備

省エネまたは高効率効果が既存設備と比較し５％以上の設備

◆対象設備(例）

空調・エアコン、ボイラ、照明設備（ＬＥＤ照明含む）、工作機械、プレ

ス機械、プラスチック加工機械、冷凍・冷蔵設備、厨房機器 等

・補 助 率 ２／３以内

・限 度 額 製造業 ２,０００千円（下限２００千円）

製造業以外 １,０００千円（下限１００千円）

３ 予算額 ４６１,２３４千円

財源内訳 １３千円

４６１,２２１千円

（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用予定）

内 訳 ・補助金（３００件） ４５０,０００千円

・人件費（会計年度任用職員４名） ５,２１４千円

・委託費（広告費） ５,０００千円

・事務費（消耗品、郵送代等） １,０２０千円
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プロフェッショナル人材普及促進事業について

地域産業振興課

１ 目 的

コロナ禍における県内中小企業の経営基盤の強化を図るため、副業・兼業人

材の活用を促進する。

２ 概 要

人材紹介事業者との連携により、県内の中小企業向けセミナーや個別相談会

を開催するとともに、首都圏等で副業・兼業を検討している人材向けに情報発

信を強化する。

・事 業 内 容 ①人材紹介事業者とプロフェッショナル人材戦略拠点が共

同で副業・兼業人材活用セミナー等を開催

②人材紹介事業者が運営する WEB サイトに、県内企業の
副業・兼業人材募集に関する特集ページを掲載

・委 託 先 （公財）あきた企業活性化センター

・委 託 期 間 令和５年２月２８日まで

３ 予算額 ３,６７１千円(委託料)

（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用予定）

内訳 ・講師謝礼・旅費(セミナー) １０７千円

・印刷製本費等(セミナー) １８４千円

・広告宣伝費(セミナー) ６５０千円

・会場使用料等(セミナー・個別相談会) １,７３０千円

・WEB サイトの特集ページ運営・掲載料 １,０００千円

(令和４年１１月～令和５年２月)

（現計（当初予算） ５２,３４２千円 → 補正後 ５６,０１３千円）
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人材確保・定着推進事業について

雇用労働政策課

１ 目 的

人材不足の状況が続く中、コロナ禍における原油・原材料等の価格高騰の影

響を受けている県内企業の人材確保に向けた取組を支援する。

２ 概 要

（１）若年者の正規雇用促進事業【新規】

若年者の非正規雇用から正規雇用への転換を進める県内事業者を支援す

るため、国の助成制度に上乗せして助成する。

・支給対象 原油価格・物価高騰等の影響を受け、令和４年１月以降のい

ずれかの月の売上高が平成３１年から令和３年の同月比で

１０％以上減少している県内事業者、又は令和４年１月以降

のいずれかの月の主な原材料等の仕入価格等が平成３１年

から令和３年の同月比で２０％以上上昇している県内事業

者

・支給要件 ３４歳以下の従業員に係る国のキャリアアップ助成金正社員

化コースの支給決定を受けていること

・支 給 額 有期雇用→正規雇用 １００千円

無期雇用→正規雇用 ５０千円

（２）人材マッチング支援事業【新規】

人材不足が続く企業と求職者等とのマッチングを促進するため、「秋田県

合同就職支援フェア（仮称）」を開催する。

・開催時期 令和５年１月（予定）

・開催場所 秋田市内

・参加企業 建設や介護など深刻な人材不足の業種を中心とした県内企業

（約６０社）

・参 加 者 一般求職者（就職未内定の大学生等を含む）

・開催内容 企業の採用担当者による面談

ハローワーク職員等による就職相談、キャリアカウンセリン

グ

建設・介護の仕事内容、資格等に関する相談

就労や自立に関する相談
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（３）企業の採用活動支援事業【新規】

民間の就職・転職情報サイトを活用して採用活動を行う県内企業に対し、

サイト掲載費用を助成する。

・補助対象 原油価格・物価高騰等の影響を受け、令和４年１月以降のい

ずれかの月の売上高が平成３１年から令和３年の同月比で

１０％以上減少している県内事業者、又は令和４年１月以降

のいずれかの月の主な原材料等の仕入価格等が平成３１年

から令和３年の同月比で２０％以上上昇している県内事業

者で、これまで就職・転職情報サイトを利用した実績がない

こと。

・補助対象経費 就職・転職情報サイトへの求人情報の掲載に要する経費

・補 助 率 ２／３

・限 度 額 １,０００千円

・補助期間 交付決定日～令和５年２月２８日

３ 予算額 １８,０８２千円

（１）若年者の正規雇用促進事業 ６,０００千円（補助金）

（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用予定）

内 訳 最大１００千円×６０件

（２）人材マッチング支援事業 ２,０８２千円

（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用予定）

内 訳 ・使用料及び賃借料 １,８８２千円

・需用費 ２００千円

（３）企業の採用活動支援事業 １０,０００千円（補助金）

（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用予定）

内 訳 １,０００千円×１０件
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離職者訓練受講者支援事業について【新規】

（職業能力開発支援事業）

雇用労働政策課

１ 目 的

コロナ禍における原油・原材料等の価格高騰の影響を受けている職業訓練受

講者の負担軽減を図るため、訓練開始時に必要となる経費について支援する。

２ 概 要

技術専門校やポリテクセンター秋田で実施している職業訓練において、受講

生の負担としている必要経費（テキスト代等）を受講支援金として支給する。

・対象者 県内の公共職業訓練又は求職者支援訓練受講者

３３コース ７５０人（見込み）

・支給額 訓練開始時に受講生負担としている必要経費の額

（3,245 円～33,500 円（コースにより異なる））

３ 予算額 ８,８４５千円（扶助費）

（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用予定）

（参考）職業訓練コースの例

訓練科目 訓練科名 必要経費

建設系 建設機械運転科

（県北）

テキスト代 16,000 円

作業服、工具等 14,000 円

事務系 パソコン中級科

（県南）

テキスト代 3,245 円

医療事務科

（県央）

テキスト代 33,500 円

介護系 介護職員初任者

研修科（県北）

テキスト代 17,338 円

ｗｅｂ系 ｗｅｂデザイナー

養成科（県央）

テキスト代 8,470 円
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企業職員の給与の種類および基準を定める条例の一部を改正する条例案について

公 営 企 業 課

１ 改正理由

地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）の施行により定年前再

任用短時間勤務職員の給与に関し必要な事項を定める等の必要がある。

２ 改正内容

（１）給与を減額することとなる休業のうち高齢者部分休業について、その開始年齢を年

齢５５年（現行定年から５年を減じた年齢）とすることとする。（第１３条の２の２

関係）

（２）定年前再任用短時間勤務職員には、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、特地勤

務手当、特地勤務手当に準ずる手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当及び退職

手当を支給しないこととする。（第１３条の１０関係）

（３）その他所要の規定の整理を行うこととする。

３ 施行期日等

（１）この条例は、令和５年４月１日から施行することとする。

（２）この条例の施行に関し所要の経過措置を規定することとする。
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企
業
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の
給
与
の
種
類
お
よ
び
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
新
旧
対
照
表

新

旧

（
時
間
外
勤
務
手
当
）

（
時
間
外
勤
務
手
当
）

第
六
条

略

第
六
条

略

２

略

２

略

３

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条

３

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
八
条

の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
が
、
割
振
り
変

の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
が
、
割
振
り
変

更
前
の
勤
務
時
間
を
超
え
て
し
た
勤
務
の
う
ち
、
そ
の
勤
務
の
時
間
と
割
振

更
前
の
勤
務
時
間
を
超
え
て
し
た
勤
務
の
う
ち
、
そ
の
勤
務
の
時
間
と
割
振

り
変
更
前
の
勤
務
時
間
と
の
合
計
が
三
十
八
時
間
四
十
五
分
に
達
す
る
ま
で

り
変
更
前
の
勤
務
時
間
と
の
合
計
が
三
十
八
時
間
四
十
五
分
に
達
す
る
ま
で

の
間
の
勤
務
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

の
間
の
勤
務
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

（
退
職
手
当
）

（
退
職
手
当
）

第
十
三
条

略

第
十
三
条

略

２
～
４

略

２
～
４

略

５

退
職
を
し
た
者
に
対
し
ま
だ
当
該
退
職
に
係
る
退
職
手
当
の
額
が
支
給
さ

５

退
職
を
し
た
者
に
対
し
ま
だ
当
該
退
職
に
係
る
退
職
手
当
の
額
が
支
給
さ

れ
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は

れ
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は

、
当
該
退
職
を
し
た
者
（
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て

、
当
該
退
職
を
し
た
者
（
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て

、
当
該
退
職
を
し
た
者
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
当
該
退
職
手
当
の
額
の
支
給

、
当
該
退
職
を
し
た
者
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
当
該
退
職
手
当
の
額
の
支
給

を
受
け
る
権
利
を
承
継
し
た
者
）
に
対
し
、
当
該
退
職
手
当
の
全
部
又
は
一

を
受
け
る
権
利
を
承
継
し
た
者
）
に
対
し
、
当
該
退
職
手
当
の
全
部
又
は
一

部
を
支
給
し
な
い
こ
と
と
す
る
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

部
を
支
給
し
な
い
こ
と
と
す
る
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一

略

一

略

二

当
該
退
職
を
し
た
者
が
当
該
退
職
手
当
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
職

二

当
該
退
職
を
し
た
者
が
当
該
退
職
手
当
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
職

員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
中
の
行
為
に
関
し
地
方
公
務
員
法
第

員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
中
の
行
為
に
関
し
地
方
公
務
員
法
第

二
十
九
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
懲
戒
免
職
の
処
分
（
次
号

二
十
九
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
懲
戒
免
職
の
処
分
（
次
号

に
お
い
て
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
対
す
る
免
職
処
分
」

に
お
い
て
「
再
任
用
職
員
に
対
す
る
免
職
処
分

」

と
い
う
。
）
を
受
け
た
と
き
。

と
い
う
。
）
を
受
け
た
と
き
。

三

当
該
退
職
を
し
た
者
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
対
す
る

三

当
該
退
職
を
し
た
者
（
再
任
用
職
員
に
対
す
る
免
職
処
分

免
職
処
分
の
対
象
と
な
る
者
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
退
職
後
に
当

の
対
象
と
な
る
者
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
退
職
後
に
当
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該
退
職
手
当
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在

該
退
職
手
当
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在

職
期
間
中
に
前
項
第
一
号
の
懲
戒
免
職
の
処
分
を
受
け
る
べ
き
行
為
又
は

職
期
間
中
に
前
項
第
一
号
の
懲
戒
免
職
の
処
分
を
受
け
る
べ
き
行
為
又
は

同
項
第
三
号
の
解
雇
さ
れ
る
べ
き
行
為
を
し
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

同
項
第
三
号
の
解
雇
さ
れ
る
べ
き
行
為
を
し
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

６
・
７

略

６
・
７

略

（
給
与
の
減
額
）

（
給
与
の
減
額
）

第
十
三
条
の
二
の
二

略

第
十
三
条
の
二
の
二

略

２

職
員
が
次
に
掲
げ
る
休
業
、
勤
務
の
形
態
又
は
休
暇
の
承
認
を
受
け
て
勤

２

職
員
が
次
に
掲
げ
る
休
業
、
勤
務
の
形
態
又
は
休
暇
の
承
認
を
受
け
て
勤

務
し
な
い
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
勤
務
し
な
い
一

務
し
な
い
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
勤
務
し
な
い
一

時
間
（
第
三
号
に
掲
げ
る
勤
務
の
形
態
を
し
て
い
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
当

時
間
（
第
三
号
に
掲
げ
る
勤
務
の
形
態
を
し
て
い
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
当

該
勤
務
の
形
態
を
し
な
か
つ
た
と
仮
定
し
た
場
合
の
勤
務
時
間
か
ら
そ
の
者

該
勤
務
の
形
態
を
し
な
か
つ
た
と
仮
定
し
た
場
合
の
勤
務
時
間
か
ら
そ
の
者

の
勤
務
時
間
を
減
じ
て
得
た
時
間
一
時
間
）
に
つ
き
、
勤
務
一
時
間
当
た
り

の
勤
務
時
間
を
減
じ
て
得
た
時
間
一
時
間
）
に
つ
き
、
勤
務
一
時
間
当
た
り

の
給
与
額
を
減
額
し
て
給
与
を
支
給
す
る
。

の
給
与
額
を
減
額
し
て
給
与
を
支
給
す
る
。

一

略

一

略

二

高
齢
者
部
分
休
業
（
職
員
が
年
齢
五
十
五
年

二

高
齢
者
部
分
休
業
（
職
員
が
当
該
職
員
に
係
る
定
年
か
ら
五
年
を
減
じ

に
達
し
た
日
以
後
の
日
か
ら
そ
の
定
年
に
達
し
た
日
以
後
に
お
け

た
年
齢
に
達
し
た
日
以
後
の
日
か
ら
そ
の
定
年
に
達
し
た
日
以
後
に
お
け

る
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
内
に
お
い
て
一
週
間
の
勤
務
時
間

る
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
内
に
お
い
て
一
週
間
の
勤
務
時
間

の
一
部
に
つ
い
て
勤
務
し
な
い
こ
と
を
い
う
。
）

の
一
部
に
つ
い
て
勤
務
し
な
い
こ
と
を
い
う
。
）

三
・
四

略

三
・
四

略

五

介
護
休
暇
（
職
員
が
要
介
護
者
（
配
偶
者
、
父
母
、
子
、
配
偶
者
の
父

五

介
護
休
暇
（
職
員
が
要
介
護
者
（
配
偶
者
、
父
母
、
子
、
配
偶
者
の
父

母
そ
の
他
知
事
が
定
め
る
者
で
負
傷
、
疾
病
又
は
老
齢
に
よ
り
知
事
が
定

母
そ
の
他
知
事
が
定
め
る
者
で
負
傷
、
疾
病
又
は
老
齢
に
よ
り
知
事
が
定

め
る
期
間
に
わ
た
り
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
も
の
を
い
う
。

め
る
期
間
に
わ
た
り
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
も
の
を
い
う
。

以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
介
護
を
す
る
た
め
、
知
事

以
下

同
じ
。
）
の
介
護
を
す
る
た
め
、
知
事

が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
職
員
の
申
出
に
基
づ
き
、
要
介
護
者
の
各
々

が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
職
員
の
申
出
に
基
づ
き
、
要
介
護
者
の
各
々

が
当
該
介
護
を
必
要
と
す
る
一
の
継
続
す
る
状
態
ご
と
に
、
三
回
を
超
え

が
当
該
介
護
を
必
要
と
す
る
一
の
継
続
す
る
状
態
ご
と
に
、
三
回
を
超
え

ず
、
か
つ
、
通
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
指
定
す
る
期
間
（
同

ず
、
か
つ
、
通
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
指
定
す
る
期
間
（
以

号
に
お
い
て
「
指
定
期
間
」
と
い
う
。
）
内
に
お
い
て
勤
務
し
な
い
こ
と

下

「
指
定
期
間
」
と
い
う
。
）
内
に
お
い
て
勤
務
し
な
い
こ
と

が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
休
暇
を
い
う
。
）

が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
休
暇
を
い
う
。
）

六

略

六

略
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（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
つ
い
て
の
適
用
除
外
）

（
再
任
用
職
員

等
に
つ
い
て
の
適
用
除
外
）

第
十
三
条
の
十

第
二
条
の
三
、
第
三
条
、
第
三
条
の
三
、
第
五
条
の
二
、
第

第
十
三
条
の
十

第
二
条
の
三
、
第
三
条
、
第
三
条
の
三
、
第
五
条
の
二
、
第

五
条
の
三
及
び
第
十
二
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で

五
条
の
三
、
第
十
二
条
及
び
第
十
三
条
（
第
五
項
及
び
第
六
項
を
除
く
。
）

の
規
定
は
、
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
秋
田
県
条
例

の
規
定
は
、
地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
五

第
一
号
）
第
十
三
条

の
規
定
に
よ
り
採

第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採

用
さ
れ
た
職
員
に
は
適
用
し
な
い
。

用
さ
れ
た
職
員
に
は
適
用
し
な
い
。

２

略

２

略
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